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５月から後期高齢者歯科健診がはじまります!!
後期高齢者医療制度に加入中の被保険者を対象に、「話す・食べる・飲み込む」といった口腔機能の低下

や誤嚥性肺炎等の病気を予防することを目的として、歯（義歯）や歯肉の状態を検査する「後期高齢者歯科健
診」を実施します。

しっかり噛んで食べることで、栄養の吸収がよくなるだけでなく、脳の活性化や体力の向上が期待できます。
定期的に歯科医院を受診されている人も、この機会にぜひ歯科健診を受診しましょう。

受診日に和水町に住所を有する後期高齢者医療被保険者
＊施設などの入所者は除きます。
５月１日～平成29年２月28日
＊歯科医院の休診日を除く。
和水町内の歯科医院
問診、口腔内検査（歯・歯肉の状態、口腔内・義歯清掃状況など）
口腔機能評価（そしゃく能力、舌機能、えん下機能など）
①４月下旬にお送りしている「歯科口腔健診受診券（青色）」を確認し、希望する歯科医院に
電話等で予約してください。
②「歯科口腔健診受診券（青色）」と「被保険者証（健康保険証）」を持って歯科医院で健診
を受診してください。
400円

“おでかけ”しやすい交通環境を目指して
～和水町地域公共交通網形成計画を策定～

町の公共交通は、路線バスが７路線運行し、通院や通学といった日常生活での移動手段として、町民の暮らし
を支えています。しかし、本格的な高齢化や人口減少社会を迎えるなか、利用者の減少による運行効率の悪化
や、町内に点在する交通空白地（公共交通の利用が不便な地域）への対応など、さまざまな課題を抱えています。

和水町地域公共交通会議（構成：町、交通事業者、住民代表、九州運輸局、道路管理者、学識経験者など）
では、まちづくりの観点から、今後の地域公共交通のあり方を定めた計画として、３月に「和水町地域公共交
通網形成計画」を策定しました。

今後は、この計画に基づき町民、交通事業者、行政の３者が連携を強化し、町民にとって利用しやすく、将
来にわたって持続可能な公共交通の確保へ向けた取り組みを進めます。

【計画期間】平成28年度～平成32年度
【基本理念】和水（なごみ）の“おでかけ”しやすい交通環境の実現
【基本方針・事業】
方針１　町民の生活実態やニーズに対応した公共交通網の再構築
●交通空白地域へのコミュニティバスなどの導入
●広域路線バスの運行改善
方針２　誰にでもわかりやすい公共交通の情報提供・利用促進の充実
●町内外を対象とした公共交通の複合的な情報提供
●公共交通維持への町民の理解促進
方針３　まちづくりの要請に対応する公共交通サービスの検討
●地域の中心的な施設等での公共交通の乗り継ぎ・待合機能の充実
●町民のおでかけや交流機会の増進を図る交通ネットワークの構築

問い合わせ先　　本庁　税務住民課　国保年金係　　☎0968・86・5723

問い合わせ先　本庁　まちづくり推進課　地域振興係　☎0968・86・5721
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※天候や指導者の都合等によりスケジュールが変更になる場
合があります。変更が生じた場合は、各種目の指導者から連
絡があります。

　なごみだっでんクラブでは、各種スポーツ教室やさまざまなイベントの実施を行っております。
　各種教室への参加は、会員登録が必要となりますので参加ご希望の人はお早めに各公民館またはスカイドー
ム2000で申込み手続きをお願いします。
　なごみだっでんクラブでは、名前のとおり老若男女どなたでも参加可能です。たくさんの入会をお待ちしてお
ります。
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スカイドーム2000・和水町体育館の休館日は、
毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）です。
使用するには申請書が必要です。

問い合わせ先　三加和公民館内　社会教育課　社会体育係　☎０９６８・34・3047

ジュニア ジュニア ソフト ジョギ
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移住・定住を応援する事業を延長します！

詳しくは町ホームページ（http://www.town.nagomi.lg.jp）をご覧いただくか、お問い合わせください。
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①平成30年３月31日までに和水町内に建築された新築住宅・新築賃貸住宅であること
②床面積が50㎡以上280㎡以下の新築住宅・新築賃貸住宅であること
③申請日に、和水町に住所があること（新築住宅の場合）

対象床面積…床面積120㎡以下の部分
減 免 期 間…課税年度から３年間（一般住宅)

課税年度から５年間（長期優良住宅)
制度対象外…土地の固定資産税。 
※町税などの滞納や地方税の未申告があるときは、この制度を受けることが出来ません。

新築住宅・新築賃貸住宅に対する固定資産税の減免
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①婚姻日から1年以内の「新婚夫婦」であること
　（新婚夫婦…婚姻日時点で夫婦どちらかが35歳未満、またはどちらも40歳未満の夫婦）
②和水町に定住する意思があること。
　（申請日から、１年以内に町外へ転出した場合、奨励金は返還）
③申請日に、和水町に住所があること。

１組当たり　15万円
　（申請期限は、婚姻日から1年以内）
 
※町税などの滞納や地方税の未申告があるときは、この制度を受けることが出来ません。

新婚さん定住促進奨励金

事業延長

こちらも延長！

問い合わせ先　本庁　まちづくり推進課　地域振興係　☎0968・86・5721

～なごみだっでんクラブ会員募集～
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